
スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 

一般事業主行動計画 

 

 社員が仕事と生活の調和をはかり、その能力を十分発揮できることができる、働きやす

い雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する 

 

１．計画期間 令和 5年 3月 1日～令和 10年 2月 29 日 

２．内容 

 

目標１． 健康経営の取り組み 

 

＜対策＞ 令和 5年 3月 1日～令和 10年 2月 29日 

 ①従業員の健康診断受診率 100％ 

 ②ストレスチェック、保険指導実施 

 ③喫煙対策 

 ④運動機会の増進 

 ⑤有給休暇取得の推進 

⑥残業時間削減の取り組み 

 

 

 

 

目標２． ワーク・ライフ・バランスの実現、働きやすい環境づくり 

 

 

＜対策＞ 令和 5年 3月 1日～令和 10年 2月 29日 

① リフレッシュ休暇として、時期指定無く年度内に 4日間取得可能な特別休暇を

付与する 

② フレックスタイム制度の導入し、総勤務時間の範囲内で、従業員が日々の始

業・就業時刻、勤務時間を自ら決めることができる。 

③ テレワーク制度として個人の状況に合わせて勤務形態を選択できる制度の 

実施 

④ 子どもが中学生になるまで希望勤務時間を選択できる育児短時間勤務制度の

実施 

 

以上 


